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「第一号通所事業（通所型サービス）」重要事項説明書 

  デイサービスセンター みのりの里 共和 

当施設は介護保険の指定を受けています 

（北海道 第０１７２３００１３９号） 

  

当事業所はご利用者に対して第１号通所事業サービス（以下「通所型サービス」という。）を提供しま

す。 

 事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。 

 

※当事業所へのご利用は、原則として要介護認定の結果「要支援・要介護」と認定された方及び基本チェ

ックリストの結果で事業対象者と認定された方が対象となります。（要支援認定をまだ受けていない方

でも可能です。） 

※事業者及び運営受託者を以下「事業所」といいます。 

 

１．施設経営主体 

 （１）経営主体     共 和 町 

 （２）代表氏名     共 和 町 長  成  田  慎  一 

 （３）所 在 地     岩内郡共和町南幌似３８番地２ 

 （４）電話番号     ０１３５－７３－２０１１ 

  

２．運営受託者 

 （１）法人名称     社会福祉法人 共和町社会福祉協議会 

 （２）代表者名      会     長  小  田  恒  夫 

 （３）所 在 地     岩内郡共和町南幌似５７番地１２ 

 （４）電話番号     ０１３５－７３－２７３１ 

 

３．ご利用施設の概要 

 （１）事業所の種類  指定第１号通所事業者 

（２）事業所の目的  ご利用者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むこと

が出来るよう支援することを目的として、通所型サービスを提供します。 

（３）事業所の名称  デイサービスセンター みのりの里 共和 

（４）事業所の所在地  岩内郡共和町南幌似５７番地１３ 

（５）電 話 番 号  ０１３５－７１－２５８０ 

（６）施 設 長 氏 名   寺  田  翔 

（７）開 始 年 月 日  平成１９年４月１日 

（８）利 用 定 員  １８名（「通所介護」「「生きがい事業」を含む人員」） 
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４．事業実施地域及び営業時間 

サービス提供地域 共和町全地域 

サービス提 供 日 月曜日から金曜日 ただし、１２月３１から 1月５日までを除く 

サービス提供時間 午前９時１５分から午後３時３０分まで 

 

 

５．職員の配置状況 

 当事業所では、ご利用者に対して第 1号通所事業サービスを提供する職員として、以下の職種の職 

員を配置しています。 

職員の配置については、指定基準を遵守しています。  

職   種   配 置 職 員   指定基準 職 務 内 容 

施  設  長 １名 １名 管理業務全般について対応します。 

生 活 相 談 員 2名（専従１・兼務 1） １名 相談・助言・利用計画等の支援を行います。 

介 護 職 員 2名以上 ２名 日常生活支援・援助・入浴・食事等の支援を

行います。 

看 護 職 員 １名以上（兼務１） １名 健康管理・保持及び介護・介助等の支援を行

います。 

機能訓練指導員 １名以上（兼務１） １名 機能訓練・日常生活等の支援を行います。 

運  転  手 1名以上 1名 送迎業務全般について支援 

 

 

６．当事業所が提供するサービス 

 当事業所では、ご利用者に対して以下のサービスを提供します。 

 

 （１）共通的サービス 

  ・ご利用者が自立した生活を送るために、能力に応じて食事・入浴・排泄などの必要な介助を行いま

す。 

  ①送迎サービス 

・ご希望の方には、自宅から当施設までの送迎を行います。 

  ②食事（ただし、食材費は別途いただきます。） 

  ・当事業所では、栄養並びにご利用者の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。 

  ・ご利用者の健康上の理由により食事を提供しない場合は、おやつ代等として共和町が定める額と 

   とします。 

 （２）選択的サービス 

  ・運動器機能向上サービス 

    機能訓練指導員により、ご利用者の心身等の状況に応じて、運動器機能向上計画を作成し、運 

動器の機能向上のための訓練を実施します。 
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７．利 用 料 金 

（１）第１号事業支給費の支給対象となるサービス 

以下のサービスについては、サービスを利用した場合の基本利用料は以下のとおりであり、お 

支払いいただく利用者負担金は、原則として、ご利用者の介護保険負担割合証に記載されている 

負担割合に応じた額となります。（サービス利用料金は、ご利用者の要支援度に応じて異なりま

す。） 

また、利用料金は月ごとの定額制となっています。月の途中から利用を開始もしくは、 

月の途中終了した場合は、それぞれ契約日及び最終利用日を起算日として、利用料を日割り計

算します。 

 

 ①基本部分 

ご利用者の要支援度等 要 支 援 １ 

事 業 対 象 者 

 

要 支 援 ２ 

１．1月あたりのサービス利用料金 １７，９８０円 ３６，２１０円 

２．うち、第 1号事業支給費から支給される額 １６，１８２円 ３２，５８９円 

３．サービス利用に係る自己負担額（１－２）  １，７９８円  ３，６２１円 

 

 

② 加算・減算 

加算の種類 加 算 の 要 件 
１月あたりの 

利用料金 

自己負担額 

(１割の場合) 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅲ） 

事業所の従業者の体

制・人材が当該加算の

要件を満たす場合 

要支援１・事業対象者 ２４０円 ２４円 

要支援２ ４８０円 ４８円 

介護職員等処遇改

善加算(Ⅳ) 

介護職員の処遇改善に

関して、当該加算の算

定要件を満たす場合 

(基本サービス＋他の加算・減算 )    

×６．４％を加算          

 

 

   

口腔機能向上加算

Ⅰ 

口腔内の評価および口

腔機能向上に向けた計

画・支援の実施 

一か月１５０単位の加算 １５０円 

科学的介護推進体制

加算 

ビッグデータとして蓄積された利用者情報の活用に

よってサービス利用の成果を予測することで、要介

護者の状態像にあったサービス提供を行った場合。 

 

４００円 

 

    ４０円 
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③ 要支援認定を受けていない方の取り扱い 

ご利用者がまだ要支援認定を受けていない場合には、サービス利用料金の額をいったんお支払いい

ただきます。要支援の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が払い戻されます。（償還払い） 

  また、介護予防サービス・支援計画書（以下「ケアプラン」という。）が作成されていない場合も償

還払いとなります。 

 

 

（２）第１号事業支給費の支給対象とならないサービス 

      以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者の負担となります。 

食材料費 食事やおやつの提供に係る材料費 １日につき６００円 

※ご利用者の健康上の理由等により昼食を提供しない場合は、おやつ代等として前項の金額は５０円

となります。 

※経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。

その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う２か月前までにご説明します。 

 

（３）利用料金のお支払い方法 

       前記（１）～（２）の利用料金等は、１か月ごとに計算し請求しますので、口座振替によりお支

払いください。 

 

８．利用の中止・変更・追加 

（１）利用予定日の前に、ご利用者様の都合により、通所型サービスの利用を中止することができます。

この場合にはサービス実施日の前日までに次の連絡先までご連絡ください。 

＊ 連 絡 先  デイサービスセンター みのりの里 共和 

      電 話 番 号  ０１３５－７１－２５８０ 

（２）月のサービス利用日や回数については、ご利用者の状態の変化、ケアプランに位置付けられた目

標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更することがあります。 

（３）ご利用者の状態の変化等により、サービス提供量が、通所型サービス計画に定めた実施回数、時

間数等を大幅に上回る場合には、地域包括支援センター等と調整の上、ケアプランの変更又は要支

援認定の新規申請及び区分変更申請、要介護認定申請援助等必要な支援を行います。 

 

９．苦情の受付について 

○ サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 

 担 当 者  松 屋 恵 美  

苦情・相談窓口 対 応 時 間 午前８時００分から午後５時００分 

  （月曜日から金曜日） 

 電話番号 ０１３５－７１－２５８０ 

 ＦＡＸ番号 ０１３５－７１－２３４５ 
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○ 公的機関においても苦情申し出等ができます。 

共和町保健福祉課 所 在 地 岩内郡共和町南幌似３８番地２ 

福 祉 介 護 係 対応時間 午前８時３０分から午後５時１５分 

  （月曜日から金曜日 ただし、祝祭日を除く） 

 電話番号 ０１３５－６７－８７８９ 

 ＦＡＸ番号 ０１３５－７３－２２８８ 

北海道国民健康保険 所 在 地 札幌市中央区南２条西１４丁目 

団体連合会 対応時間 午前９時００分から午後５時００分 

  （月曜日から金曜日 ただし、祝祭日を除く） 

 電話番号 ０１１－２３１－５１６１ 

 ＦＡＸ番号 ０１１－２３３－２１７８ 

北海道福祉サービス 所 在 地 札幌市中央区北２条西７丁目１かでる２７ 

適正化委員会 対応時間 北海道福祉サービス適正化委員会 事務局 

  午前９時００分から午後５時００分 

  （月曜日から金曜日 ただし、祝祭日を除く） 

 電話番号 ０１１－２０４－６３１０ 

 ＦＡＸ番号 ０１１－２０４－６３１１ 

 

 

○ ご利用者からの苦情を解決する為の対応 

（１）ご利用者からの相談又は苦情等に対する窓口（連絡先）、担当者の設置・相談、苦情に関する 

窓口として、相談担当者を置いています。また、担当者が不在の場合は、基本的な事項につい 

ては、誰でも対応できるようにするとともに、担当者に必ず引き継いでいます。 

  

 

 

（２）苦情解決体制及び手順 

   〇苦情があった場合は、直ちに受付担当者が相手方に連絡を取り、直接訪問する等により詳しい 

事情を聞くとともに、担当者からも事情を確認します。 

   〇受付担当者が必要と判断した場合は、施設長まで含めて検討会議を行います。 

   〇記録を作成し、処理結果を施設長に報告する。また、台帳に保管し再発防止に役立てます。 

 

電話番号 ０１３５－７１－２５８０ 

ＦＡＸ ０１３５－７１－２３４５ 

苦情解決責任者  施 設 長 寺田  翔 

苦情受付担当者 生活相談員 松屋 恵美 
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（３）その他参考事項 

    以上のことは事業所内掲示板にも掲示しています。 

 

１０．緊急時及び事故発生時の対応について 

（１）サービス提供中に、ご利用者の病状の急変その他の緊急事態または、事故が発生した場合に 

は、速やかに、主治医・ご家族・関係機関等に連絡等の措置を講じます。 

〇協力医療機関    前田診療所 ・ 小沢診療所 

 （２）緊急時及び事故発生時の対応 

     緊急時及び事故発生の記録を作成し、処理結果を施設長に報告する。また、台帳に保管し、 

再発防止に役立てます。 

（３）損害賠償について 

     当事業所において、事業者の責任によりご利用者に生じた損害については、事業者は速やか 

にその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

     ただし、その損害の発生について、ご利用者に故意または過失が認められる場合、ご利用者 

のおかれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合は、事業者の損害賠償責任を減じる場 

合があります。 

 

 

１１．非常災害対策について 

 事業所は、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関係機関と連絡を 

密にし、とるべき措置についてあらかじめ防災及び非難に関する計画を作成し、年２回ご利用者及び従 

業員等の訓練を行います。 

 

 

１２．守秘義務に関する対策 

 事業所及び職員は、業務上知り得たご利用者又はそのご家族の秘密を保守します。 

 また、退職後においてもこれらの秘密を保守するべき旨を、職員との雇用契約の内容としています。 

     

 

１３．サービス利用に当たっての留意事項 

 （１）ご利用者又はそのご家族は、体調の変化があった際には事業所の職員にご一報ください。 

 （２）ご利用者は、事業所内の機械及び器具を利用される際、必ず職員に声をかけてください。 
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指定通所介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

令 和    年    月    日 

〈事業所〉 

所在地    岩内郡共和町南幌似５７番地１３ 

事業所名   デイサービスセンター みのりの里 共和 

説明者職名   生活相談員 

説明者      松屋 恵美   印 

 

令 和    年    月    日 

 

私は、本書面に基づいて事業所から重要事項の説明を受け、通所型サービスの提供開始に同意いたしま

した。 

 

※令和３年度介護報酬及び基準改正等に伴う文書簡略化等に鑑み、記名（印字、ゴム印又は代筆）の場合

のみ要押印とし、署名の場合は押印省略とします。 

 

〈利用者〉 

住 所 共和町 

 

氏 名             印 

 

〈利用者の家族等〉 

住 所 

 

氏 名             印 (続柄      ) 

 

 

 上記契約を証するため、本書２通を作成し、ご利用者、事業所が署名押印のうえ、1通ずつ保有する

ものとします。 

 

 

※この重要事項説明書は、厚生労働省第３７号（平成１１年３月３１日）第８条の規定に基づき、ご利

用者又はご契約者への重要事項説明のために作成したものです。 

 

 

 


